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１．経緯

①東日本大震災での災害廃棄物処理からの教訓

②災害廃棄物対策指針（平成26年３月環境省）
の策定

③大規模災害発生時における災害廃棄物対策検
討会（環境省）での検討状況

④廃棄物処理法の改正（平成27年８月）
⑤県における対応状況
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①東日本大震災の災害廃棄物処理からの教訓
・被害状況
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・被災地における災害廃棄物の処理

・平成26年３月末までに処理完了（福島県内を除く）
・自治体や民間事業者の既存処理施設に加え、仮設焼却炉等の仮設処
理施設を設置し、処理を実施。
・災害廃棄物の再生利用を積極的に図る方針で処理・処分計画を策定。
・岩手県・宮城県では、仮設焼却炉３１基、破砕・選別施設２２箇所の仮設
処理施設を設置。
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・東日本大震災の教訓

平成25年度巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会資料より抜粋
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②災害廃棄物対策指針（平成26年３月環境省）
の策定

都道府県及び市町村における災害廃棄物
処理計画の作成に資することを目的に、東日
本大震災の経験を踏まえ、今後発生が予測
される大規模地震や津波及び水害、その他
自然災害による被害を抑止・軽減するための
災害予防、さらに発生した災害廃棄物（避難
所ごみ等を含む）の処理を適正かつ迅速に
行うための応急対策、復旧・復興対策につい
て、必要事項を整理。
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・災害廃棄物対策指針の概要①
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・災害廃棄物対策指針の概要②
災害予防 災害応急対応 災害復旧・復興等

組織体制・指揮命令系統
情報収集・連絡
協力・支援体制
職員への教育訓練
一般廃棄物処理施設等
・耐震化等
・仮設便所等し尿処理
・避難所ごみ
災害廃棄物処理
・発生量・処理可能量
・処理ｽｹｼﾞｭｰﾙ･ﾌﾛｰ
・収集運搬
・仮置場
・環境対策、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
・仮設焼却炉等
・損壊家屋等の解体・撤去
・分別・処理・再資源化
・最終処分
・広域的な処理・処分
・有害廃棄物・処理困難物
・津波堆積物
・思い出の品等
・許認可の扱い

各種相談窓口の設置等
住民等への啓発・広報

処理主体の検討
組織体制・指揮命令系統
情報収集・連絡
協力・支援体制
一般廃棄物処理施設等
・施設の安全性確認・補修
・仮設便所等し尿処理
・避難所ごみ
災害廃棄物処理
・処理実行計画の作成
・発生量・処理見込み量
・処理ｽｹｼﾞｭｰﾙ･ﾌﾛｰ
・収集運搬
・仮置場
・環境対策、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
・損壊家屋等の解体・撤去
・分別・処理・再資源化
・有害廃棄物・処理困難物
・津波堆積物
・思い出の品等
・処理事業の進捗管理 等

各種相談窓口の設置
住民等への啓発・広報

処理主体の決定
組織体制・指揮命令系統
情報収集・連絡
協力・支援体制
一般廃棄物処理施設等
・処理施設復旧
・仮設便所等し尿処理
・避難所ごみ
災害廃棄物処理
・処理実行計画の見直し
・処理見込み量
・処理ｽｹｼﾞｭｰﾙ･ﾌﾛｰ
・収集運搬
・仮置場
・環境対策、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
・仮設焼却炉等
・損壊家屋等の解体・撤去
・分別・処理・再資源化
・最終処分
・広域的な処理・処分
・有害廃棄物・処理困難物
・津波堆積物
・思い出の品等
・処理事業の進捗管理
・許認可の扱い
各種相談窓口の設置
住民等への啓発・広報
処理事業費の管理

9

③大規模災害発生時における災害廃棄物対策
検討会（環境省）での検討状況

南海トラフ巨大地震及び首都直下地震を想定
した災害廃棄物対策の検討

地域ブロック単位での災害廃棄物処理体制を
構築すべく、環境省地方環境事務所が中心とな
り地域ブロック協議会を立ち上げ、各地域にお
いて巨大災害の発生に備えた災害廃棄物対策
の行動計画の策定を推進するとともに、検討委
員会において、その基礎となる巨大災害発生時
の災害廃棄物対策に向けた行動指針を取りまと
めることとしている。
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・大規模災害発生時の災害廃棄物の処理対策スキーム

平成26年度大規模災害発生時における災害廃棄物対策検討会資料より抜粋
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④廃棄物処理法の改正（平成27年８月）
改正の概要
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⑤県での対応状況

・ 平成26年９月 県地域防災計画の修正

国指針に基づき廃棄物処理に係る項目を追加

・ 平成27年３月 県災害廃棄物処理計画に係る
基礎調査を実施

・ 平成27年４月～県災害廃棄物処理計画の策定
作業を開始

・ 平成27年10月 県環境審議会廃棄物対策部会

・ 平成27年11月 パブリックコメント

・ 平成28年２月 県災害廃棄物処理計画策定
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・県内の市町村災害廃棄物処理計画の策定、
見直しの推進

国土強靱化基本計画（平成26 年６月３日閣議決定。）
において、災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理の
実施に向けた計画の策定が重要な課題として位置づけ
られている。

○国の国土強靭化アクションプラン２０１５目標
平成30年 市町村災害廃棄物処理計画策定率６０％

○岡山県国土強靭化地域計画の指標（案）
平成32年 市町村災害廃棄物処理計画策定率７０％

14



２．県災害廃棄物処理計画に係る基礎調査
(平成27年３月)

・調査概要

南海トラフ巨大地震及び断層型地震（7 断層）の
被害想定により国指針に基づき災害廃棄物発生量

などを推計。

最大被害では、県内廃棄物処理施設のみでは、

３年以内で処理が完了できない。

広域的処理の検討が必要。
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・調査結果

最大被害が予想される南海トラフ巨大地震に

おける災害廃棄物発生量等は次のとおり。
※県内排出量相当年数

・災害廃棄物発生量 ５，２４７（千トン） 約８年分

・津波堆積物発生量 ４，０２０（千トン） 約６年分

・仮置場必要面積１，７８７，４９５（ｍ２）

・し尿発生量 ３８３，２５３（Ｌ／日）

・仮設トイレ必要数 ７，６６５（基）

※県内の一般廃棄物の年間総排出量相当年数（年分）
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・災害廃棄物の処理相当年数

災害廃棄物の焼却及び埋立の処理フローを検討し、南海トラ
フ巨大地震（最大被害）で県内現況施設のみでの処理及び県
内で３年間で処理する場合の必要となる施設規模を、処理が進
みやすいシナリオで推計した相当年数は下記のとおり。

・県内現況施設での試算

焼却処理相当年数（最短で８年）

埋立処理相当年数（最短で６年）

・県内のみで３年間で処理する場合の試算

仮設焼却炉※（基数）（最少で１０基）※１００トン/日の規模で算出

埋立処分不可能量（トン）（最少で201,181トン）
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３．県災害廃棄物処理計画案（骨子）
について

①概要
計画の基本的な事項として、次の事項を定めた。
・計画策定の背景及び目的
・計画の位置付け
・対象とする災害
・対象とする災害廃棄物
・計画の基本的な考え方
・処理の主体
・災害予防（被害防止・被害軽減）、応急対応、復旧・復興
の各段階における県及び市町村の役割
・計画の見直しに係る方針
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・計画策定の背景及び目的

(1)東日本大震災の経験を踏まえ、国は災害廃棄物対策指
針を策定

(2) 南海トラフ巨大地震等により、膨大な量の災害廃棄物が
発生する可能性

(3) 廃棄物処理法改正(H27.8月)で、都道府県は、災害廃
棄物の適正な処理に関する施策を実施するために必要
な事項を廃棄物処理計画において定めることとされた。

(4) 以上を踏まえ、災害廃棄物について、生活環境の保全
及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、円滑かつ迅速な
処理を確保するとともに、分別、再生利用等によりその
減量を図ることを目的とする。
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・計画の位置付け
廃棄物処理法に基づく県廃棄物処理計画及び災害対策基本法に基づく県地域防

災計画との整合を図りながら、災害廃棄物の処理に関する県の基本的な方針を示す。

災害対策基本法廃棄物処理法

廃棄物処理計画 地域防災計画

岡山県

岡山県災害廃棄物処理計画

市町村

市町村
一般廃棄物処理計画

市町村
地域防災計画

市町村災害廃棄物処理計画

◯◯災害における

災害廃棄物処理指針

◯◯災害における

災害廃棄物処理

実 行 計 画

大規模災害

発生後

災害発生後 市町村

環境省
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・対象とする災害

県地域防災計画で想定した南海トラフ巨大

地震及び断層型地震による被害を含む地震

災害及び水害その他自然災害とし、地震動

については、津波、火災、爆発その他異常な

現象により生ずる被害を含み、水害について

は大雨等による多量の降雨により生ずる洪水、

浸水、冠水、土石流、山崩れ、崖崩れなどの被

害を対象とする。
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・対象とする災害廃棄物
種 類 内 容

災害によって
発生する廃棄
物

木くず 柱・梁・壁材、水害または津波などによる流木など
コンクリートが
ら等

コンクリート片やアスファルトくずなど

金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材など

可燃物 繊維類、紙、木くず、プラスチック等が混在した廃棄物

不燃物
分別することができない細かなコンクリートや木くず、プラス
チック、ガラス、土砂などが混在し、概ね不燃性の廃棄物

腐敗性廃棄物
畳や被災冷蔵庫等から排出される水産物、食品、水産加工場や飼
肥料工場等から発生する原料及び製品など

廃家電
テレビ、洗濯機、エアコンなどの家電類で、災害により被害を受
け使用できなくなったもの

廃自動車等
災害により被害を受け使用できなくなった自動車、自動二輪、原
付自転車

廃船舶 災害により被害を受け使用できなくなった船舶

有害廃棄物
アスベストを含む廃棄物、ＰＣＢ、感染性廃棄物、フロン類・
テトラクロロエチレン、農薬類の有害廃棄物

その他、適正処
理が困難な廃棄
物

消火器、ボンベ類などの危険物や、ピアノ、マットレスなどの地
方公共団体の施設では処理が困難なもの

津波堆積物
陸上に打ち上げられた海底の土砂やヘドロ及び陸上に存在してい
た農地土壌等が津波に巻き込まれたもの

被災者等の生
活に伴い発生
する廃棄物

生活ごみ 家庭から排出される生活ごみや粗大ごみ

避難所ごみ 避難所から排出される生活ごみなど

し尿 仮設トイレ等からの汲取りし尿
22



・計画の基本的な考え方

(1) 県内市町村が被災市町村となることを想定して、
災害予防（被害防止・被害軽減）、応急対応、復旧・
復興の各段階において、本計画の目的を達成する
ために県が実施すべき事項を整理（市町村から事
務委託を受けることも想定）

(2) 本県が支援地方公共団体となることも想定し、支
援に必要となる事項を整理

災害発生

平常時 発災後

災害予防（被害防止・被害軽減） 応急対応 復旧・復興

災害発生までの期間 人命救助から生活再開までの期間 災害廃棄物の処理が完了するまでの期間
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・処理の主体

(1) 災害廃棄物は廃棄物処理法上、一般廃棄
物に該当するため、処理の主体は市町村が
基本となる。

(2) 地方自治法に基づく事務委託を受けて、県
が市町村に代わって災害廃棄物の処理を行
うことがある。

(3) 大規模災害時においては、災害対策基本法
に基づき、国が災害廃棄物の処理を行うこと
がある。
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・県・市町村の役割
主体 災害予防 応急対応 復旧・復興

県

被災
した
立場

◯災害時の組織体制・指揮
命令系統、情報収集・連
絡体制、協力・支援体制
の整備

◯災害時に必要となる情
報（廃棄物処理施設の現
況、想定災害における災
害廃棄物発生量等、仮置
場候補地）の整理

◯市町村が行う災害廃棄物
処理体制の整備に対する
助言、技術的支援

◯職員に対する教育、訓練

◯廃棄物処理施設の被害状況等の
情報収集

◯建物被害等に基づく災害廃棄物
発生量の推計

◯被災市町村からの協力・支援
要請に基づく関係機関との協力
・支援の調整
◯市町村が行う災害廃棄物処理に
関する支援・助言

【事務委託を受けた場合】
◯実行計画の策定
◯災害廃棄物の処理

◯被災市町村からの協力・支援
要請に基づく関係機関との協力
・支援の調整

◯市町村が行う災害廃棄物処理に
関する支援・助言

◯処理の進捗状況の把握設置等が
必要となる場合がある。

【事務委託を受けた場合】
◯災害廃棄物の処理
◯処理の進行管理

支援
する
立場

◯協力・支援体制の整備 ◯被災都道府県からの支援需要の
情報収集

◯被災都道府県からの協力・支援
要請に基づく関係機関との調整

◯職員等の派遣

◯被災都道府県からの支援需要の
情報収集
◯被災都道府県からの協力・支援
要請に基づく関係機関との調整

◯職員等の派遣

市
町
村

被災
した
立場

◯災害時の組織体制等の
整備

◯災害廃棄物処理体制の
整備

◯被害の把握
◯関係機関への協力・支援の要請
◯実行計画の策定
◯災害廃棄物の処理
◯住民への広報・啓発

◯関係機関への協力・支援の要請
◯災害廃棄物の処理

支援
する
立場

◯協力・支援体制の整備 ◯被災市町村からの支援需要の
情報収集
◯災害廃棄物の受入れ、資機材の
提供
◯職員等の派遣

◯被災市町村からの支援需要の
情報収集

◯災害廃棄物の受入れ、資機材の
提供

◯職員等の派遣
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・計画の見直し
本計画は、定期的な訓練や研修、実際の災害対応におい
て明らかになった問題点を適宜改善し、より実効性のある計
画とする。

また、地域防災計画の改定や災害廃棄物対策中国ブロッ
ク協議会での広域連携に関する検討状況を踏まえ、必要な
見直しを行う。

災害廃棄物処理計画

訓練・研修・災害

見直し

改善・

・中国ブロック行動計画の策定

・地域防災計画の改定など

反映・
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岡山県災害廃棄物処理計画

について
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計画の構成

第１ 総則

１ 背景及び目的

２ 基本的事項

第２ 災害廃棄物対策

１ 災害予防（被害防止・被害軽減） →平常時の取組
２ 応急対応 →災害発生後の初期対応
３ 復旧・復興 →初期対応後から処理完了まで
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災害予防（被害防止・被害軽減）

(1) 組織体制、指揮命令系統の整備
(2)  情報収集・連絡体制の整備
(3)  協力・支援体制の整備
(4)  情報の整理
(5)  市町村が行う一般廃棄物処理施設整備への助言等
(6)  職員に対する教育・訓練
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応急対応

(1) 組織体制、指揮命令系統の確立
(2)  廃棄物処理施設等の被害状況の情報収集
(3)  災害廃棄物発生量等の推計
(4)  関係機関への連絡
(5)  災害廃棄物発生状況の情報収集
(6) 市町村からの要請に基づく協力・支援の調整
(7) 市町村が行う災害廃棄物処理への技術的援助
(8) 災害廃棄物の処理に関する事務の受託
(9)  他都道府県への協力・支援
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復旧・復興

(1) 組織体制、指揮命令系統の見直し
(2)  廃棄物処理施設の復旧状況の情報収集
(3)  関係機関への連絡
(4)  市町村からの要請に基づく広域的な協力・支援の調整
(5)  市町村が行う災害廃棄物処理への技術的援助
(6)  災害廃棄物処理の進捗状況の把握
(7)  災害廃棄物の処理に関する事務の受託
(8)  他都道府県への協力・支援
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